
 

監 査 委 員 公 表 第 ５ 号 

令和６（２０２４）年２月２７日 

 

 

地方自治法第１９９条第１項及び第４項の規定に基づき定期監査を実施したので、同

条第９項の規定によりその結果を下記のとおり公表します。 

 

 

柏崎市監査委員 土 田 茂 博 

 

 

柏崎市監査委員 内 山 万寿男 

 

 

柏崎市監査委員 星 野 正 仁 

 

 

記 

 

 

第１ 監査の概要 

 

 １ 監査の対象及び選定理由 

  ⑴ 監査の対象 

 令和４（２０２２）年４月１日から令和５（２０２３）年３月３１日までに執

行した財務に関する以下の事務 

監査対象課 監査対象事務 

都市整備部 

都市計画課 

ア 税外収入金の徴収事務 

（ア）行政財産目的外使用料 

（イ）その他都市公園使用料 

（ウ）柏崎港公園プール使用料 

（エ）証明手数料 

（オ）開発行為許可申請手数料 

（カ）自動販売機電気料 

（キ）各種出版物等売払収入 

イ 契約事務 

（ア）修繕請負契約 

（イ）業務の委託契約 

（ウ）建設工事請負契約 

都市整備部 

八号バイパス事業室 

対象の財務事務なし 

都市整備部 

道路河川課 

ア 税外収入金の徴収事務 

（ア）目的外使用料 

(案) 

 



（イ）港湾関係事務所用地使用料 

イ 財産収入事務 

  財産貸付収入事務（建物貸付収入） 

ウ 契約事務 

（ア）修繕請負契約 

（イ）業務の委託契約 

（ウ）建設工事請負契約 

都市整備部 

鵜川ダム事業室 

対象の財務事務なし 

 

 ⑵ 選定理由 

 監査の対象とした事務については、各業務統制担当課から財務事務の執行に係

る適正な事務処理について周知されていること及び監査対象課の特殊性などを考

慮のうえ、監査対象課の実効性と周知内容の有効性などを検証するため監査対象

とする。 

 

 ２ 監査の目的 

 財務に関する事務の執行が法令等の定めるところにより適正かつ効率的に行われ

ているかどうかを主眼として実施し、今後の行政運営に資することを目的とする。 

 

 ３ 監査対象事務及び監査の着眼点 

監査の実施に当たり、監査対象事務の主な着眼点を次のとおり設定した。 

監査対象事務 主な着眼点 

⑴ 税外収入金の徴収事務 ア 調定は適正に行われているか。 

イ 納入の通知は適正に行われているか。 

ウ 使用許可手続は適正に行われているか。 

エ 現金の取扱いは適正に行われているか。 

オ 領収書の取扱いは適正に行われているか。 

カ 納期限までに納入がされていない場合の督促

及び延滞金の徴収は適正に行われているか。 

キ 関係帳簿の整理は適正に行われているか。 

⑵ 財産収入事務 

⑶ 契約事務 ア 契約の方法、手続は適正に行われているか。 

イ 契約締結事務は適正に行われているか。 

ウ 契約の履行確認は適切に行われているか。 

 

４ 実施する手続の内容 

財務に関する事務の執行が法令等に準拠して適正かつ効率的に行われているか、

また、各業務統制担当課の指示に基づく事務処理が適正に行われ、かつ有効に機能

しているかなどを、関係帳簿及び証拠書類を調査するとともに、関係職員から説明

を聴取するなどして実施する。 

 

 ５ 監査の期間 

 令和６（２０２４）年１月４日から令和６（２０２４）年２月８日まで 

  



 

第２ 監査の結果 

監査を実施したところ、財務に関する事務の執行は、おおむね適正に処理されて

いるものと認められた。 

 

 


